
（仮称）やまと芸術文化ホール建設検討業務委託報告書

大和駅東側第４地区市街地再開発事業

施設概略プラン（案）

平成２２年３月

大和市

本報告書の内容は、再開発ビルに芸術文化ホールをはじめとした公益施設を組み入れる

ための可能性を検討したものであり、ここに示された施設構成イメージは、確定したもの

ではありません。
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施設コンセプト

基本コンセプト

文化芸術活動、生涯学習活動を通じて、大和の未来を担う心豊かな子どもたちとそれを支える

人たちが育ち、再開発事業をきっかけに大和の中心となるまちの未来がつくられます。当該施設

は、そのための拠点としての役割を担います。

芸芸術術文文化化ホホーールルをを中中心心にに様様々々なな施施設設をを複複合合ささせせたた

『『 人人ととままちちのの未未来来をを創創造造すするるややままととのの文文化化芸芸術術拠拠点点 』』 をを目目指指ししまますす

個別コンセプト

■１ 市民一人ひとりの創造力を高める施設 （キーワード 「創造」）
発想・創作・発表などの支援を通して、市民の創造力を高める施設を目指します。

■２ 多くの人々が出会い、交流する施設 （キーワード 「交流」）
文化芸術活動・生涯学習活動等を通じた市民の交流、市内外との文化交流・国際交流を

促進する施設を目指します。

■３ 市民一人ひとりに感動を与える施設 （キーワード 「感動」）
良質な舞台芸術・美術作品・文学作品等に、市民が平等に触れることのできる施設を目

指します。

■４ 新たな文化と情報を発信する施設 （キーワード 「発信」）
市民の文化芸術活動を発展、活性化し、新たな地域文化と情報を発信する施設を目指し

ます。

■５ 大和の中心市街地に、活気（活力）をもたらす施設 （キーワード「活気」）
商業活動などとの連携を図りながら、文化と経済の相乗効果により、人とまちに活気を

もたらす施設を目指します。

◎第８次大和市総合計画
「大和の文化を守り育てる(個別目標)」「文化の

薫りに満ちあふれたまち」「市民が芸術や文化
に触れ、発信することができる環境」「プロム
ナードを活かしたまちづくり」

◎大和市文化芸術振興条例
「文化芸術に親しむことのできる環境」
「未来に向け新たな文化芸術を創造」
「継承、創造、発信」「子ども」「多文化共生」
◎都市計画マスタープラン
「にぎわいの拠点づくり」

上位計画等における方針、キーワード

◎中心市街地活性化基本計画
「プロムナードを中心に回遊性の高いにぎわいと

もてなしの場」「市民の暮らしを支える地域に密
着した魅力あふれるショッピングゾーン」

◎やまと芸術文化ホール基本構想検討委員会に
よる提言書に示された基本コンセプト
「感動拠点」｢創造拠点｣「交流拠点」

◎大和駅東側第４地区の基本方針
「にぎわいと活力のある街づくり」
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施設コンセプトに基づいた施設配置のための基本的な考え方です。

施設配置の考え方

再開発ビル全体の考え方

再開発ビルは、大和の新たな魅力とイメージを形成し、大和駅周辺のまちづくりを先導すると

ともに、市民はもとより市外の人々も惹きつけるシンボル的な施設として整備します。

具体的には、文化芸術の持つ創造力、集客力、発信力等に着目し、文化芸術振興の拠点となる

芸術文化ホール、市民の学習・創造活動を支援する生涯学習センター、図書館を配置します。さ

らに、日常的に人々の往来が期待できる商業施設等を併設し、開放性の高い空間を創出します。

各施設配置の考え方

（１）芸術文化ホール

客席数については、市民の文化芸術活動の発表を第一に考え、中規模とします。座席は可

動式とし、コンベンションホールとしての機能も備えるものとします。また、市民の作品な

どが展示できるギャラリーを併設するものとします。

（２）生涯学習センター

既存の施設を移転するものとします。ただし、ホールの付帯施設（練習室等）と機能が重

複する諸室については、施設全体の中で効率的に配置を行うこととします。

（３）図書館

既存の施設を移転するものとし、市民が気軽に立ち寄ることができるよう、低層部に配置

することとします。閉架書庫は地階に配置することとします。

（４）商業施設

プロムナード沿いの商業施設との連続性を確保するために、通りに面した低層部に配置し

ます。

（５）その他

市民の利便性を向上させる観点から、市民課連絡所を移転します。

すべての人が利用しやすいように、ユニバーサルデザインの視点に配慮した施設とします。

個別コンセプトと対応する施設（主な機能）

「創造」 芸術文化ホール、ギャラリー、生涯学習センター

「交流」 芸術文化ホール、コンベンションホール、生涯学習センター、商業施設

「感動」 芸術文化ホール、ギャラリー、図書館

「発信」 芸術文化ホール、ギャラリー、図書館

「活気」 施設全体
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再開発ビルには、芸術文化ホールをはじめとして複数の公益施設が入ることになることから、

基本コンセプトである「文化芸術拠点」としての顔づくりと、それぞれの施設へのアプローチ

のしやすさから、スロープを中央に配置する構成とします。

施設の基本構成（案）
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施設構成イメージ（案）
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【参考】施設イメージパース

プロムナードより施設を望む
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施設構成イメージ（案）を想定した概算資金計画です。

【再開発事業の概算資金計画】

支 出 収 入

項 目 額 項 目 額

建設工事費 ※１ 約 ７５億円 補

助

金

一般会計補助金

公共施設管理者負担金

道路整備費 等

約 １１億円補 償 費 約 ２７億円

調査設計費、事務費等 約 １３億円

土地・公共施設整備費等 約 ５億円 保留床処分金 ※２ 約 １０９億円

合 計 約 １２０億円 合 計 約 １２０億円

※１ 建設工事費の内訳

施設用途
(床面積)

ホール
(7,000 ㎡)

生涯学習ｾﾝﾀｰ

(2,600 ㎡)
図書館
(5,700 ㎡)

市民課連絡所

(100 ㎡)
駐車場
(3,900 ㎡)

商業他
(3,400 ㎡)

合計

㎡単価 約 55万円 約 23万円 約 24万円 約 20万円 約 21万円 約 26万円 －

工事費 38.2 億円 6.0 億円 13.6 億円 0.2 億円 8.1 億円 8.9 億円 75.0 億円

○上記以外に共用部分（2,000 ㎡）がありますが、この工事費は各施設に按分しています。

※２ 床価格の内訳・市が公益施設を取得するために必要な床価格

所有者 大和市 地元権利者 合計

床価格
（Ａ）

ホール 生涯学習ｾﾝﾀｰ 図書館 市民課連絡所 駐車場 商業他

125.6億円67.4 億円 11.2 億円 25.2 億円 0.5 億円 11.3 億円
10.0 億円

115.6 億円

権利床
（Ｂ）

6.6 億円 10.0 億円 16.6 億円

保留床処分金

（Ａ－Ｂ）
109.0 億円 ― 109.0 億円

○権利床：市及び地元権利者が保有している従前の資産に相当する床

○保留床処分金：市の従前所有していた資産分に応じて、取得できる市権利床分を差し引いた額

概算資金計画（案）

建物の持分割合に応じて共有土地

建物
地元権利者の商業等施設

（権利床：１０．０億円）

公益施設
（保留床：１０９．０億円）

（権利床：６．６億円）
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１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

事業スケジュール（案）

竣工・オープン権利変換計画 移転

基本計画 基本設計 実施設計

除却 建設工事

計

画

作

成

・
工

事

等

法

手

続

き

協

議
・
調

整

権利変換計画認可

都市計画変更決定

事業計画変更認可

市・組合の基本合意

都市計画変更の同意

事業計画変更の同意

権利変換計画の同意

関係機関等


